
 令和５年１月２１日(土)、街地区自治会連合会主催で「新春講演会」を開催しました。昨年は地

域課題解決についての実践事例の講演でしたが、今年は新型コロナ感染症で疲弊した気持ちを明る

くするために講談を聞いて楽しむこととし、衣川の歴史ふれあい館から 

２名の講師をお招きし、「耳なし芳一」「義経北行伝説」を臨場感たっぷ 

りにお話して頂きました。新年に相応しい講演会となりました。 

 街地区の申告相談日は右記の通りです。 

事前に必要書類の作成を行いましょう。「農業所得整理

表」「医療費控除の明細書」は、センター窓口に配置し

てありますので、ご自由にお持ち帰り下さい。 

 

会 場：金ケ崎町生きがい交流センター 

時 間：午前９時～午前１１時３０分(開場 8：45) 

    午後１時～午後４時 

 ※混雑状況により、午前受付でも午後の申告相談にな

る場合があります。 

 問 税務課 賦課係 Tel：42-2111 

 

 

 １月３０日(月)、ごみとリサイクル地区説明会が街地区センターで行われました。大きな変更点や、

ごみとリサイクルについて注意してほしい点等について下記のとおり説明がありました。 

 

 
 令和５年４月から、「生ごみ」は燃えるごみになります。生ごみ専用袋

を使用しての分別は不要となります。家庭ごみ専用袋に入れ、燃えるごみの日にごみ

ステーションへ。今後も食品ロスの削減にご協力願います。「食品の使いキリ」「食べ

キリ」「水キリ」1 人 1 人の心掛けでごみの量を減らしていきましょう。 

・その他プラの紙ラベルは極力剥がし、剥がし残りがあってもリサイクル可。 

・その他プラは別のプラ袋に詰めたものをリサイクル専用袋に入れる等の二重包装は禁止！

その他プラは中身が見えるように直接リサイクル専用袋へ。 

・長いものは切って出す。➔マットレスや絨毯は１平方メートル以内に切る、ホースやベル

ト等は 50cm 以内に切って家庭ごみ専用袋に入れて燃えるごみで出す。 

・スプレー缶は中身を使い切り、換気の良い場所で穴を開け穴に〇印を付け燃えないごみへ。 

・乾電池、針金ハンガー(鉄くず)、蛍光管は「鉄くずの日」にリサイクルステーションへ。 

・傘は、ビニールや布をとりのぞき、燃えるごみへ。傘の柄は燃えないごみ(入らない時は折

り曲げて入れる) 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 街地区生涯教育センターだより                    

                                       内容： 新春講演会報告・申告相談 

                                       ごみとリサイクルについて 

                                        囃子屋台搭乗者募集・各種お知らせ 

                              ◇発行／街地区生涯教育センター 

  令和５年（2023)                       住所：金ケ崎町西根北江甫５３ 

   ２月 ２日号 － NO４７７                電話：４２－３６０８ 

期 日 対象地区 

３月６日(月) 城内・矢来・諏訪小路 

３月７日(火) 町上・南町・栄町・町下 

３月８日(水) 檀原・一の台・荒巻 

３月９日(木)

～１５日(水) 

※土日除く 

全町対象 

城城下下町町  



 小正月の伝

統行事である

みずきだんご

を、五穀豊穣

や家内安全を

祈りセンター

ホールに飾り

ました。 

日 時  令和５年 ４月１６日(日)１０時～１５時頃 

場 所  街地区内 
 

太 鼓 小学生（男・女） ９人 

三味線 中学生（女子）   ３人 
 

・貸衣装及び着付け等の費用は自己負担となります。 

尚、搭乗者にはご祝儀が出ます。 

（太鼓 10,000 円 三味線 30,000 円） 

・太鼓、三味線ともに練習は１時間×５日程度を予定していま

す。 

・決定した搭乗者には、３月中に詳細を文書でお知らせします。 

・問い合わせ、申し込みは街地区センターまで TEL：42-3608 

金ケ崎の街地区で囃子屋台の運行を復活させ、今回で６回目となります。囃子屋台の主役である太鼓・

三味線の演奏搭乗者を下記のとおり募集致します。 

 

 

今期の「金ケ崎町健幸ポイント事業」に参加さ

れている皆さん、今期の当事業は１月３１日(火)

で終了となりました。今期のポイントを確定させ

るため、２月１日(水)～１０日(木)の期間中に最

低１回はデータ送信を行ってください。 
 獲得ポイントに応じて、賞品券は３月中に送付さ

れます。 

 なお、来期は令和５年２月１日(水)からポイント

付与が開始しています。取組期間は令和６年１月 

３１日(水)までとなります。引き続き参加する方の

手続きは不要ですが、参加を辞退される方は、下記

まで連絡をお願いします。 

 

【連絡・問合せ先】 

保健福祉センター元気 100 歳支援係(Tel44-4560) 

 対象キャッシュレス決済を使って商品やサービス等

を購入・利用すると、支払い額の 20％がポイントとし

て還元されるキャンペーンが始まっています。期間内で

あっても予定の予算額に達し次第終了する場合がある

ので、お気を付けください。 

 

期 間：２月１日(水)～２月２８日(火) 

付与上限：対象キャッシュレス決済事業者１社につき 

上限５,０００ポイント 

対象キャッシュレス決済：auPAY・d 払い・PayPay・ 

楽天 Pay の計４社 

その他：対象店舗等の詳細は、「いわて県民応援！プレ

ミアムポイント還元キャンペーン」ＨＰでご確

認下さい。 

問合せ：キャンペーン事務局 TEL 019-907-1874 

 現在、「かもんカレーがさきスタンプラリー」が開催中です。対象のお店

でカレーを食べて応募台紙にスタンプを貯めて応募しよう！豪華賞品が当

たるかも？！ 

 期 間  令和５年２月２８日(火)【応募締切 ３月６日(月)必着】 

 景 品  応募者の中から抽選で景品プレゼント(詳細は観光協会 HP へ) 

参加・応募方法 

  ①チラシにある応募台紙を切り取る。(台紙は町観光協会 HP からもダウ

ンロード可)  

  ②期間中に参加店舗各店でカレーを食べて、スタンプを貯める。 

  ③応募台紙に必要事項を記載し、町観光協会に郵送か参加店舗備え付け

の応募箱へ投函する。 

                  問 町観光協会 TEL 42-2710 

➔右記ＱＲコードを読み

取り、メールでの申し込

みも受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


